
東電福島第一原発の現状を考えると、

大量の放射性物質が敷地外に放出

される事態は想定できない。

屋内退避

ＰＡＺ
（概ね５キロ）

ＵＰＺ
（概ね３０キロ）

ＵＰＺ外

避難及び
安定ﾖｳ素剤

屋内退避

ＯＩＬに基づく
避難や一時移転等

必要に応じて
段階的避難

予防的な防護措置
(放射性物質の放出前)

※施設の状態をもとに判断(EAL)

追加的な防護措置
(放射性物質の放出後)

※ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ値をもとに判断(OIL)

事
態
の
悪
化

事故
発生

いつ、どの程度の放出があるか、
事前に限定することは合理的でない

↓
緊急時には、施設の状態をもとに
原子力規制委員会が必要性を判断

ＰＡＺ
（概ね５キロ）

ＵＰＺ
（概ね３０キロ）

ＵＰＺ外

避難指示区域からの退去

屋内退避

ＰＡＺの設定
は不要

【基本的考え方】

※避難指示区域でない地域

安定ﾖｳ素剤
の事前配布

安定ﾖｳ素剤
の備蓄

安定ﾖｳ素剤
の準備は不要 安定ﾖｳ素剤の準備は不要

あらかじめ範囲や
距離は決めない

地域の実情に応じた防災体制
（原子力災害への備え）

屋内退避指示
の伝達体制

原子力災害対策指針の改正について（概要）
平成２７年４月２２日
原 子 力 規 制 庁

一般的な原子力発電所 福島第一原子力発電所

◎赤字部分が主な改正事項
（黒字部分は従来の記載事項）

避難指示区域からの退去や屋内退避の指示を
住民に伝達する体制の整備

自治体の
事前準備

※既存の防災体制を活用

◎青字部分が主な改正事項
（黒字部分は従来の記載事項）

ＳＰＥＥＤＩ を使う
必要がない

原子力災害指針から
関連規定を削除

※以前の規制委員会決定
に基づく改正
（平成２６年１０月８日）
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